
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出
する水道使用量検出手段と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量および水道使用量検
出手段による水道使用量と予めガス器具毎に記憶したガス流量および水道使用量とを比較
して使用状態のガス器具の種別を判別するガス器具判別手段とを具備したガス器具判別装
置。
【請求項２】
　水道使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、
後と対応する水道使用変化量である請求項１記載のガス器具判別装置。
【請求項３】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量および水道使用量は最低値と最高値を有する請求項
１記載のガス器具判別装置。
【請求項４】
　ガス流量を検出するガス流量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を検出
する電力使用量検出手段と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量および電力使用量検
出手段による電力使用量と予めガス器具毎に記憶したガス流量および電力使用量とを比較
して使用状態のガス器具の種別を判別するガス器具判別手段とを具備したガス器具判別装
置。
【請求項５】
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　電力使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、
後と対応する電力使用変化量である請求項４記載のガス器具判別装置。
【請求項６】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量および電力使用量は最低値と最高値を有する請求項
４記載のガス器具判別装置。
【請求項７】
　ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出
する水道使用量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を検出する電力使用量
検出手段と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量、水道使用量検出手段による水道使
用量、および、電力メーターによる電力使用量と予めガス器具毎に記憶したガス流量、水
道使用量、および、電力使用量とを比較して使用状態のガス器具の種別を判別するガス器
具判別手段とを具備したガス器具判別装置。
【請求項８】
　水道使用量、および、電力使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したと
きの検出ガス変化前、後と対応する水道使用変化量 電力使用変化量である請求
項７記載のガス器具判別装置。
【請求項９】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量、水道使用量、および、電力使用量は最低値と最高
値を有する請求項７記載のガス器具判別装置。
【請求項１０】
　ガス器具判別手段からの情報を通信手段を介して所定端末に送信するようにした請求項
１，４，７のいずれか１項記載のガス器具判別装置。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか１項記載のガス器具判別装置を具備し、設定条件以外では以降
のガス器具へのガス供給を停止するようにしたガス遮断装置。
【請求項１２】
　ガス流量検出装置は超音波によりガス流速を測定するようにした請求項１，４，７のい
ずれか１項記載のガス器具判別装置。
【請求項１３】
　ガス流量検出装置はフローセンサーによりガス流速を測定するようにした請求項１，４
，７のいずれか１項記載のガス器具判別装置。
【請求項１４】
　ガス流量検出装置はフルイディツクによりガス流速を測定するようにした請求項１，４
，７のいずれか１項記載のガス器具判別装置。
【請求項１５】
　ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出
する水道使用量検出手段と、予め適正ガス流量および適正水道使用量とが記憶され、前記
ガス流量検出手段によるガス流量および水道メーターによる水道使用量の少なくとも一つ
が前記記憶した適正ガス流量、および、適正水道使用量の少なくとも一つから逸脱したと
きにガス器具へのガス供給を停止する制御装置とを

ガス遮断装置。
【請求項１６】
　

ガス遮断装置。
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、および、

具備し、前記水道使用量は、ガス流量
検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と対応する水道使用変化
量に設定した

ガス流量を検出するガス流量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を検出
する電力使用量検出手段と、予め適正ガス流量および適正電力使用量とが記憶され、前記
ガス流量検出手段によるガス流量および電力使用量検出手段による電力使用量の少なくと
も一つが前記記憶した適正ガス流量、および、適正電力使用量の少なくとも一つから逸脱
したときにガス器具へのガス供給を停止する制御装置とを具備し、前記電力使用量は、ガ
ス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と対応する電力使
用変化量に設定した



【請求項１７】
　

ガス遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、その時々で使用されるガス器具の種別を判別するガス器具判別装置およびそ
れら使用状態によってはガスを遮断するガス遮断装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来この種のガス遮断装置（ガス事故防止装置）は、予めガス記憶された適正なガス使
用条件を逸脱した時にガスを遮断するという機能のもので、換言すればガスの使用量情報
のみでガス器具の使用状態を判断し、使用パターンに異常がある場合、ガスを遮断してい
た（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図３は、前記公報に記載された従来のガス事故防止装置を示すものである。図３におい
て、ガスはガスの供給ライン１のメータコック２を通り、遮断装置３を経てガスメータ４
に入る。
【０００４】
　ここで流量が積算されてから家屋内に供給される。５は流量測定装置であり、例えばガ
スメータ４よりの機械的信号を得て時々刻々の流量信号を制御装置６へ送り続ける。
【０００５】
　制御装置６では、現在のガス流量値と予め制御装置６に記憶されているガスの使用方法
として適正と判断される限界値と比較してこの使用条件を逸脱すれば異常と判断する。
【０００６】
　異常と判断すれば遮断装置３に対してガスの供給を遮断するよう遮断信号を送る

７はこれらの装置のための電源である。
【０００７】
　また、これらの各装置をガスメータ４と一体構造で構成した実施例も同時に記載されて
いる。この装置は、一般的にガスマイコンメータと呼ばれ、近年ではほとんどの家庭に設
置され、ガス事故低減に大きな効果を発揮している。
【０００８】
【特許文献１】
　特許第１５９７８１５号公報　（第３－５頁、第１図、第２図、第３図）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前記従来の構成では、ガスの使用量情報のみでガス器具の使用状態を判
断し、使用パターンに異常がある場合、ガスを遮断していたので、異なる種類のガス機器
であっても、ガス器具の判定ができず、ガス事故防止に関して限界があった。例えば、ほ
ぼ同じガスの使用流量を示す器具としてはガスファンヒーター等のガス暖房器具とガスコ
ンロ等のガス調理器等が上げられる。
【００１０】
　前述のガス事故防止装置であれば、前記の２種類のガス器具を区別することができない
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ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出
する水道使用量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を検出する電力使用量
検出手段と、予め適正ガス流量、適正水道使用量および適正電力使用量が記憶され、前記
ガス流量検出手段によるガス流量、水道使用量検出手段による水道使用量および電力使用
量検出手段による電力使用量の少なくとも一つが前記記憶した適正ガス流量、適正水道使
用量、および、適正電力使用量の少なくとも一つから逸脱したときにガス器具へのガス供
給を停止する制御装置とを具備し、前記水道使用量、および、電力使用量は、ガス流量検
出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と対応する水道使用変化量
、および、電力使用変化量に設定した

ことと
なる。



ため、予め記憶された適正なガスの使用状態は、１種類であり、ガス暖房器具でも、ガス
調理器具でも同様の器具と見なし、同一の条件でガスを遮断する機能しか有していなかっ
た。
【００１１】
　しかしながら、ガス使用者の使用状況や、ガス器具に設定された安全装置等の実態を考
えた場合、ガス暖房器具では、長時間使用されるガス流量値であっても、ガス調理器では
、そのように長い時間使用した場合、火災等の事故につながる可能性があった。
【００１２】
　また、同様に前記ガス暖房器具とガス調理器具が同時に使用された場合のガス流量値と
ガス給湯機が使用された場合のガス流量値の区別も困難であるという課題を有していた。
【００１３】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、ガス器具別の使用状況を正しく判定しガ
ス器具使用によるガス事故を低減することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　前記従来の課題を解決するために本発明のガス器具判別装置は、ガス流量を検出するガ
ス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出する水道使用量検出手段
と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量および水道使用量検出手段による水道使用量
と予めガス器具毎に記憶したガス流量および水道使用量とを比較して使用状態のガス器具
の種別を判別するガス器具判別手段とを具備したものである。
【００１５】
　そして、例えば、ガス使用量と水道使用量とにより予め記憶された適正なガス使用条件
を逸脱した時には、遮断手段を作動させてガスを遮断することができるものである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　上記目的を達成するために本発明のガス器具判別装置は、ガス流量を検出するガス流量
検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を検出する水道使用量検出手段と、前
記ガス流量検出手段によるガス流動量および水道使用量検出手段による水道使用量と予め
ガス器具毎に記憶したガス流量および水道使用量とを比較して使用状態のガス器具の種別
を判別するガス器具判別手段とを具備したものである。
【００１７】
　この構成によれば水使用のガス器具、例えば湯沸器などの使用状態を判別できるもので
ある。
【００１８】
　そして水道使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変
化前、後と対応する水道使用変化量としたことによって他の水機器が使用されている場合
でも的確に湯沸器の使用を判別できることとなる。
【００１９】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量および水道使用量は最低値と最高値を有するように
すれば、能力調整などを行ってもそのガス器具の判別に支障がなくなる。
【００２０】
　またガス流量を検出するガス流量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を
検出する電力使用量検出手段と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量および電力使用
量検出手段による電力使用量と予めガス器具毎に記憶したガス流量および電力使用量とを
比較して使用状態のガス器具の種別を判別するガス器具判別手段とを具備したガス器具判
別装置とすれば、電気を使用するガス器具、例えばガスファンヒーターなどの使用状態を
判別できるものである。
【００２１】
　この場合も、電力使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出
ガス変化前、後と対応する電力使用変化量とすることで、他の電気機器が使用されている
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である場合でも的確にガスファンヒーターなどの使用を判別できることとなる。
【００２２】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量および電力使用量は最低値と最高値を有するように
すれば、能力調整などを行ってもそのガス器具の判別に支障がなくなる。
【００２３】
　またガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと連係して水道の使用量を
検出する水道使用量検出手段と、電力メーターと連係して電力の使用量を検出する電力使
用量検出手段と、前記ガス流量検出手段によるガス流動量、水道使用量検出手段による水
道使用量、および、電力メーターによる電力使用量と予めガス器具毎に記憶したガス流量
、水道使用量、および、電力使用量とを比較して使用状態のガス器具の種別を判別するガ
ス器具判別手段とを具備したガス器具判別装置とすることによって、水と電気を使用する
ガス器具、例えば大型のガス給湯機などの使用状態を判別できるものである。
【００２４】
　この場合も、水道使用量、電力使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化し
たときの検出ガス変化前、後と対応する水道、電力使用変化量とすることで、他のガス機
器が使用されているである場合でも的確にガス給湯機などの使用を判別できることとなる
。
【００２５】
　予めガス器具毎に記憶したガス流量、水道使用量、および、電力使用量は最低値と最高
値を有するようにすれば、能力調整などを行ってもそのガス給湯機の判別に支障がなくな
る。
【００２６】
　そして、ガス器具判別手段からの情報を通信手段を介して所定端末に送信するようにす
れば、遠隔地からもそれらの情報を確認できるものである。
【００２７】
　さらに、上記において、設定条件以外では以降のガス器具へのガス供給を停止するよう
にすれば、家庭のセキュリティを高めることができるものである。
【００２８】
　ガス流量検出装置としては、超音波、フローセンサー、フルイディツクによりガス流速
を測定することが考えられる。
【００２９】
　

【００３０】
　

【００３１】

【００３２】
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また、ガス遮断装置として、ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと
連係して水道の使用量を検出する水道使用量検出手段と、予め適正ガス流量および適正水
道使用量とが記憶され、前記ガス流量検出手段によるガス流量および水道メーターによる
水道使用量の少なくとも一つが前記記憶した適正ガス流量、および、適正水道使用量の少
なくとも一つから逸脱したときにガス器具へのガス供給を停止する制御装置とを具備し、
前記水道使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前
、後と対応する水道使用変化量に設定したものである。

この構成によって、水を使用するガス機器、例えば、ガス湯沸器にあって、水道使用、
或いは、ガス流量に異常があれば自動的にガス湯沸器へのガス供給が停止される。

　また、ガス遮断装置として、ガス流量を検出するガス流量検出手段と、電力メーターと
連係して電力の使用量を検出する電力使用量検出手段と、予め適正ガス流量および適正電
力使用量とが記憶され、前記ガス流量検出手段によるガス流量および電力使用量検出手段
による電力使用量の少なくとも一つが前記記憶した適正ガス流量、および、適正電力使用
量の少なくとも一つから逸脱したときにガス器具へのガス供給を停止する制御装置とを具
備し、上記電力使用量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス
変化前、後と対応する電力使用変化量に設定したものである。



　

【００３３】
　

【００３４】
　

【００３５】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００３６】
　（実施例１）
　図１において、燃料であるガスは、ガス通路８のガス流量検出手段９とガス遮断装置１
０を通過した後家屋内に供給される。ここで、ガス流量検出手段９とガス遮断装置１０の
位置関係に関しては、特に特定されず、ガス遮断装置１０がガス流量検出手段９の上流側
であっても良い。
【００３７】
　ガス流量検出手段９の時々刻々のガス流量データは、ガス器具判定装置１１に送り続け
られる。
【００３８】
　また、前記ガス流量検出手段９のガス流量データと同時刻の水道使用量データは、外部
の水道メータと連係する水道使用量検出手段１２からガス器具判定装置１１に送り続けら
れる。
【００３９】
　同様ガス流量検出手段９のガス流量データと同時刻の電力使用量データは、外部の電力
メータと連係する電力使用量検出手段１３からガス器具判定手段１１に送り続けられる。
【００４０】
　上記水道使用量検出手段１２の水道水使用量、および、電力使用量検出手段１３の電力
使用量は、ガス流量検出手段９による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と
対応したもので、したがって、水道、および、電力を使用する他のガス機器があっても支
障がないようにしてある。
【００４１】
　上記の構成において、以下その動作、作用を説明すると、まず、ガス器具判定手段１１
は、検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後の水道使用量を比較することによっ
て、使用されたガス機器が水道を使用する機器かどうかを判定することができる。
【００４２】
　また同様にして、検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後の電力使用量を比較
することによって、使用されたガス機器が電力を使用する機器かどうかを判定することが
できる。
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この構成によって、電力を使用するガス機器、例えば、ガスファンヒーターにあって、
電力使用、或いは、ガス流量に異常があれば自動的にガスファンヒーターへのガス供給が
停止され、加えて、電力を使用する他のガス機器が設置されていても的確に動作させるこ
とができるものである。

また、ガス遮断装置として、ガス流量を検出するガス流量検出手段と、水道メーターと
連係して水道の使用量を検出する水道使用量検出手段と、電力メーターと連係して電力の
使用量を検出する電力使用量検出手段と、予め適正ガス流量、適正水道使用量および適正
電力使用量が記憶され、前記ガス流量検出手段によるガス流量、水道使用量検出手段によ
る水道使用量および電力使用量検出手段による電力使用量の少なくとも一つが前記記憶し
た適正ガス流量、水道使用量、および、適正電力使用量の少なくとも一つから逸脱したと
きにガス器具へのガス供給を停止する制御装置とを具備し、上記電力使用量は、ガス流量
検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と対応する水使用量、お
よび、電力使用変化量は、ガス流量検出手段による検出ガス量が変化したときの検出ガス
変化前、後と対応する水道使用変化量、および、電力使用変化量に設定したものである。

この構成によって、水、電力を使用する他のガス機器が設置されていても的確に動作さ
せることができるものである。



【００４３】
　もちろん、水道使用量と電力使用量の双方が変動している場合は、ガス機器が水道と電
力の両方を使用するものであることが判定できる。またガスの流量値もデータとして保有
しているため、これらからガス器具の特定が可能となる。
【００４４】
　例えば、ガス流量値がＡで電力を使用していなく、かつ水道を使用していなければ、ガ
ステーブルなどのガス調理器具そして、同様のガス流量値Ｂで電力使用量が予め記憶させ
た電力使用量であり、かつ水道を使用していなければ、ガスファンヒータとして、同様に
してガス流量値がＣで電力を使用していなく、水道の使用量が予め記憶させた水道使用量
であれば、開放型湯沸し器（小型湯沸し器）として、ガス流量値がＤで電力使用量が予め
記憶させた電力使用量で、加えて水道の使用量が予め記憶させた水道使用量であれば給湯
機（大型湯沸し器、給湯機付き風呂釜など）として判定可能となる。
【００４５】
　ガス機器にあって、一般的に能力制御機能を具備しており、そのため、好ましくは、上
記ガス流量値、水道使用量、および、電力使用量に最低値と最高値とを設定おく。
【００４６】
　なお、上記実施例では、水道と電力との両方を使用するガス機器を対象としたが、水道
のみを使用するガス機器、或いは、電力のみを使用するガス機器でもその精神が活かされ
ることは今更いうまでもないことであろう。
【００４７】
　また、上記ガス器具判別装置により得られた情報をネットワークにより、例えば、ガス
監視センターへ送り、集中的に確認するようにしておけば、安全上きわめて有効である。
【００４８】
　そして、ガス流量値、水道使用量、および、電力使用量の少なくとも一つが設定条件を
逸脱したときには、それ以降のガス機器へのガス供給を停止させることも考えられる。
【００４９】
　ガス流量検出手段９としては、超音波でガス流速を計測するようにしてもよいし、或い
は、フローセンサー、フルイディツクを使用したものも考えられるものである。
【００５０】
　（実施例２）
　図２において、１４は制御装置であり、ガス流量検出手段９の時々刻々のガス流量デー
タと、前記ガス流量検出手段９のガス流量データと同時刻の水道使用量検出手段１２から
の水道使用量データと、前記ガス流量検出手段９のガス流量データと同時刻の電力使用量
検出手段１３からの電力使用量データとにより、予め記憶された適正なガス使用時のガス
使用量と電力使用量と水道使用量の条件と比較し、それを逸脱したときには、ガス遮断手
段１０を作動させガスを遮断する構成としている。
【００５１】
　水道使用量検出手段１２の水道水使用量、および、電力使用量検出手段１３の電力使用
量は、ガス流量検出手段９による検出ガス量が変化したときの検出ガス変化前、後と対応
したもので、したがって、水道、および、電力を使用する他のガス機器があっても支障が
ないようにしてある。
【００５２】
　なお、前記ガス流量値、水道使用量、および、電力使用量には最低値と最高値とを設定
おき、ガス機器の能力制御機能に便宜を図るようにしておく。
【００５３】
　以上のように構成されたガス遮断装置について、以下その動作、作用を説明する。
【００５４】
　ガスが使用を開始されてからの水道使用量とガスが使用を開始される前の水道使用量と
を比較する、また同様に、ガスが使用を開始されてからの電力使用量とガスが使用を開始
される前の電力使用量とを比較することによって、使用されたガス機器の使用している水
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道使用量と電力使用量を得ると共にガスの流量値もデータとして得ることができる。
【００５５】
　このガス使用量データと水道使用量データと電力使用量データとにより、予め制御装置
に記憶している値と比較してガス遮断手段１０を作動させ、ガスを遮断することとしたも
のである。
【００５６】
　これにより、従来、ガスの使用量情報のみでガス器具の使用状態を判断し、使用パター
ンに異常がある場合、ガスを遮断していたので、異なる種類のガス機器であっても、ガス
器具の判定ができず、ガス事故防止に関して限界があったことが著しく解消できることと
なる。
【００５７】
　例えば、ほぼ同じガスの使用流量を示すガス暖房器具とガス調理器の使用状況が区別で
きるため、ガス暖房器具と、ガス調理器の連続して使用する時間帯（ガスを遮断するため
の連続使用時間）を区別して使用することが可能となり、ガス事故を著しく低減できるこ
ととなる。
【００５８】
　なお、上記実施例では、水道と電力との両方を使用するガス機器を対象としたが、水道
のみを使用するガス機器、或いは、電力のみを使用するガス機器でもその精神が活かされ
ることは今更いうまでもないことであろう。
【００５９】
　また、上記制御装置１４により得られた情報をネットワークにより、例えば、ガス監視
センターへ送り、集中的に確認するようにしておけば、安全上きわめて有効である。
【００６０】
　さらに、前記ガス流量検出手段９には、実施例１と同様、超音波式やフローセンサー式
やフルイディック式などを使用することが可能である。
【００６１】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、ガス機器の使用状況と水道およびまたは電力の使用量デ
ータを同時に処理することで使用されているガス器具の特定やガス器具毎の遮断設定が可
能となり、ガス使用時の安全性を著しく向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施例のガス遮断装置のブロック図
【図２】　本発明の第２の実施例のガス遮断装置のブロック図
【図３】　従来のガス遮断装置のブロック図
【符号の説明】
　９　ガス流量検出手段
　１０　ガス遮断装置
　１１　ガス器具判定手段
　１２　水道使用量検出手段
　１３　電力使用量検出手段
　１４　制御装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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